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大関 太朗 

平成 13年 早稲田大学商学部 卒業 

平成 18年 司法研修所入所 

平成 19年 弁護士登録（登録番号：３５５３８） 

 東京弁護士会 安藤総合法律事務所 入所 

平成 23年 茨城県弁護士会へ登録換え 

 眞鍋・大関法律事務所 開設 

平成 28年  取手駅前法律事務所 開設 

息子は旅行先で体調を崩すことが多く、

娘は旅行当日の出発前に体調を崩すことが

多いです。 

７月下旬に旅行の予定があり、その１週

間くらい前から、コロナやインフルに気を

つけて外出を控えていましたが、それでも旅行当日に娘が高

熱を出してしまいました。私が娘と留守番をすることになり、

その日のうちに病院に連れていったところ、インフルにかか

っていることが判明しました。 

幸い家族の誰も娘からインフルを移されることなく、息子

と妻は最後まで旅行を楽しんできたようです。 

娘は冬休みに旅行のリベンジをすると言っているので、今

度こそ体調管理がうまくいくことを祈っています。 

旅行と体調管理 

相続放棄の照会 

Ｗｅｂ会議のシステム移行 

現在、Ｗｅｂ会議で使用してい

るソフトが新しくなるようで、旧

バージョンでログインしても勝手

に新バージョンに移行してしまい

ます。 

ですが、新バージョンだとエラ

ーが出てしまい裁判所とやりとり

をすることができません。 

これが解消しないとＷｅｂで期

日を開催することができないので

とても困っています。 

紛争の相手方が亡くなった場合、その相続人達を相手に交渉や訴訟をしなければなりません。 

もっとも、相続人が相続放棄をした場合には、はじめから相続人ではなかったことになります

ので、相続放棄をしなかった者のみを対象に交渉等をすることになります。紛争の相手方にお金

を請求するケースでは、請求される側は「自分は相続放棄をしたから、こちらには請求してこな

いでほしい」ということを伝えたいので、積極的に相続放棄の受理証明を提出してくることが多

いです。 

しかしながら、いつも相続放棄の受理証明を入手できるとは限りません。そこで、相続人が相

続放棄をしているかどうかを確認するために、家庭裁判所に照会をかけるという方法があります。

亡くなった方との関係をある程度説明できれば裁判所は回答してくれますので、ぜひ活用をご検

討ください。 


